
沖縄県緊急事態宣言延長に伴う村新型コロナ感染防止対策について 

令和 3 年 9 月 10 日渡名喜村新型コロナウイルス感染症対策本部 

 県緊急事態宣言延長に伴い、村における感染防止対策期間を延長します。 

 感染流行のピークを越え減少傾向がみられますが、未だ陽性者数は高い水準です。9 月は

シルバーウィークもありますので、引き続き感染防止対策の徹底についてご協力願います。 

また、ワクチン接種が 2 回終わった方でも、感染リスクはあります。マスク・手洗いなど、感染

防止対策の徹底についてご協力をお願いします。 

【村新型コロナウイルス感染予防対策】 

期間 令和 3 年 5 月 23 日～9 月 30 日（木）まで 

①マスクの着用、手洗い・手指消毒、３密の回避 

②病院への通院など生活や健康維持のためやむを得ない場合を除き渡航自粛の要請 

※本島から帰島された場合は、２週間の体調管理及び人との接触を控えてください。 

③島外からの来島自粛要請（ライフラインや生活に必要な業務や緊急な場合を除く） 

※やむを得ず来島する場合は、体調管理を徹底し、ＰＣＲ検査を受検し陰性の確認を

お願いします。 

※日程が変更できる業務については、日程の変更をお願いします。 

④県外からの来島自粛を強く要請(生活に必要な業務や緊急な場合を除く) 

※来島が必要な場合は、来島前に PCR 検査を行い陰性である確認をお願いします。 

⑤発熱や風邪症状のある方の渡航自粛を強く要請 

⑥村内イベントや集会は感染防止対策を徹底して実施をお願いします。 

※同窓会、模合、ﾋﾞｰﾁﾊﾟｰﾃｨ、ﾎｰﾑﾊﾟｰﾃｨ等飲食を伴うイベントは強く自粛を要請 

⑦食堂・居酒屋の営業自粛要請（テイクアウトは除く） 

⑧路上等における集団での屋外飲酒や、家族等以外での会食を控える。 

 


